
 

 

 

 

 
 

 

令和元年 6 月 6 日  第 128 号 

                              浜田市農林業支援センター 
 

6月に入り、田植えの終わった田んぼでは若苗が風になびき、さわやかな田園風景が広がっ

ていますが、今年の冬は暖冬の影響で雪が少なく、これまでも良い天気が続いており、水不足により水田の作付け

にも影響が出ていると聞いています。 

災害になるほどの大雨は困りますが、田んぼや畑には適度な雨は必要不可欠です。これからの梅雨の時期に田畑

に必要な水量を確保し、暑い夏を乗り切り、実り豊かな秋を迎えられるよう願っています。 

時節柄、これからの農作業は蒸し暑い中での作業になりますが、こまめに水分補給をし、熱中症にならないよう

お気を付けください。 

また、5月以降、クマの目撃情報が多数寄せられています。こちらにも十分注意して農作業を行ってください。 

(浜田市農林業支援センター長 石原孝光） 
 

    

                                       

１.各支援チームからの話題 1 
 

 新規就農者支援チーム （担当：石津
い し づ

・渡邊
わたなべ

） 
    

   

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 認定農業者支援チーム （担当：鎌原
かまはら

・石津
い し づ

） 

 

今年に入り 4 経営体が新たに 

認定農業者になられました。 

新たに認定農業者になられた方ですが 

  〇農事組合法人 ひやころう波佐さん(金城町)  

〇花田 淳吾さん(金城町) 

〇大﨑 健太さん(金城町) 

 〇三浦 寿紀さん(弥栄町) 

の方です。今後ともよろしくお願いいたします。 

この度の 4 経営体の認定により、5 月末で認定農 

業者は 61 経営体となりました。 
 

今年度は、前回平成 26 年度に認定された 7 経営体が再認定の時期を迎えられます。また、平成 28 年度

に認定された 21 経営体の方が中間年調査の対象となっております。 

認定農業者支援チームにおいては、認定農業者の経営改善計画の策定支援や認定期間の中間年にあたる 

3 年目の認定農業者に対して、目標達成状況を確認し、課題等の聞取り調査をすることで今後の支援に繋 

げていくこととしております。 

   再認定や中間年にあたる対象の経営体の方には個別にご連絡をさせていただき、お話をお伺いした 

いと思いますのでよろしくお願いします。 

 

「てご」とは、方言で「手伝う 

（支援する）」という意味です。 

今年度も引き続き、新たな担い手確保を目的とした県外での各種イベントに新

規就農支援チームから参加を行います。 

近年、新農業人フェアに参加をされる出展者が増加傾向にあり、出展可否につ

いては抽選により決定することとなっています。 

抽選の結果以下の２会場に出展することとなりました。 
 

新農業人フェア【東京 EXPO】 9/8（日）池袋サンシャインシティ 

新農業人フェア【東京 EXPO】 1/25（土）池袋サンシャインシティ 

 

ごあいさつ 
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集落営農組織支援チーム （担当：渡邊
わたなべ

・田村
た む ら

）  
 

集落営農組織の取り組みが進められています！ 
 

米の直接支払交付金の廃止などによる農業経営の厳しさや、さらには高齢

化による農業者の減少で地域が守れなくなるのではないかといった声を聞き

ます。 

そのような状況の中、集落や地域が一体となって地域農業を守っていくと

の考えのもと集落営農組織づくりが進められています。昨年度は 2 組織の集

落営農法人が設立されました。 

集落営農組織ってなに？ 組織を作るにはどうしたら良いの？ 集落営農

組織はいくつかの手法もありますので組織づくりについて聞いてみたいなど   

ありましたら、支援センターに連絡をしてみてください。 

当支援センターでは、組織づくりについて相談、支援を行っています。 
                                                        

２. クマにご注意ください  
 

市内でクマの目撃情報が多数寄せられています。 

住宅地近くでの目撃もあり、ご注意ください。特に仕事やレジャー等で山に入られる場合

や早朝や夕暮れ時に外出する際には、ラジオやクマ鈴など、音の出るものを身につけて、被

害にあわないようにしてください。 

浜田警察署や市役所により、パトロールが実施されていますが、クマを目撃したり、万が一被害にあったときは、

市役所農林振興課までお知らせください。 
 

３. 農業用廃プラスチックの回収について 1 
 

  農業用廃プラスチックの回収が行われます。対象はハウス用被覆ビニールやマルチ、農薬の容器、畦波シート

などです。回収日までに、指定の回収袋かステッカーをＪＡ各営農経済センターにて購入ください(20 キロ袋：

1,000円、10キロ袋：500 円、専用ステッカー1,000円)。回収日及び回収場所、時間等は下記のとおりです。 

なお、委任状に印鑑が必要ですので認印をご持参ください。 

ＪＡから、6 月の外務日に詳細を書いた「チラシ」が配布されますので、ご確認ください。  
 

   6 月 19 日（水）         ６月 20 日（木） 

  浜田地区：旧ＪＡ下府支所    金城地区：金城ライスセンター  

  旭地区 ：旭ライスセンター   三隅地区：三隅営農経済センター 

  弥栄地区：弥栄ライスセンター           

■ 回収時間（両日）：８時 30 分～10 時 00 分              

■ 問い合わせ先：ＪＡ営農経済部経済企画課（22－8823） 

又は 各営農経済センター  

 

４．【注意喚起】熱中症対策を！  
 

毎年、この時期から農作業中の熱中症事故が発生しています。 

予防のために、以下のことに注意して、農作業を行ってください。 
 

日中の気温の高い時間帯を外して作業を行うとともに、休憩をこま 

めにとり、作業時間を短くするなど作業時間の工夫を行ってください。 

そして、水分や塩分をこまめに摂取して、汗で失われた水分等を十分 

に補給してください。 

 

 

 

 

 

当情報誌は、新規就農者、認定農業者、集落営農組織と関係機

関の皆様に配信しています。ご意見や掲載をご希望される場合は

下記までご連絡ください。 

■ 発刊 浜田市農林業支援センター (農林振興課 普及支援係)  

〒697-8501  島根県浜田市殿町１番地 （ 浜田市役所 4階 ）   

TEL：0855-22-3500   FAX：0855-22-3477  

E-mail：n-shien＠city.hamada.lg.jp 

農林振興課・農業委員会の 

事務室移動 (6 月 1日から) 

6 月 1 日から、農林振興課と農業 

委員会の事務室は 4 階の奥側に移 

動しましたのでお知らせします。 


